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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月18日(2018.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リルゾール、またはその医薬的に許容される塩、溶媒和物、アノマー、エナンチオマー
、水和物、もしくはプロドラッグの有効量を含む経鼻投与製剤であって、賦形剤をさらに
含む製剤であり、３５ｍｇの用量で、５０ｍｇ用量の経口錠剤製剤のＡＵＣの１１０％～
１８０％のＡＵＣ（該ＡＵＣは投与後０．５時間後、１時間後、または２時間後に測定し
たものである）を提供する、経鼻投与製剤。
【請求項２】
　製剤が凍結乾燥に付されたものである、請求項１に記載の経鼻投与製剤。
【請求項３】
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　リルゾールがリルゾールプロドラッグを含む、請求項１または２に記載の経鼻投与製剤
。
【請求項４】
　精神神経疾患または精神神経症状の治療に使用するための、請求項１～３のいずれか１
項に記載の経鼻投与製剤。
【請求項５】
　精神神経疾患が不安症、気分障害、神経変性障害、疼痛性障害、ＡＬＳ、認知障害、ハ
ンチントン病、パーキンソン病、核上性麻痺、前頭側頭型認知症、前頭側頭葉変性症、せ
ん妄、アルツハイマー病、軽度認知障害、アルツハイマー病に起因する軽度認知障害、運
動失調症、遺伝性運動失調症、うつ病、躁病、注意欠陥障害、薬物依存症、認知症、激越
、感情鈍麻、不安、精神病、心的外傷後ストレス障害、被刺激性、脱抑制、学習障害、記
憶喪失、精神遅滞、レット症候群、耳鳴、パーソナリティ障害、双極性障害、強迫性障害
、摂食障害、ＤＳＭ－５における素行障害、および／またはその組み合わせである、請求
項４に記載の経鼻投与製剤。
【請求項６】
　精神神経症状が不安症、うつ病、ストレス、疲労、パニックの感情、恐怖、不安、睡眠
障害、手および／もしくは足の冷えもしくは汗ばみ、気分変調（ｍｏｏｄ　ｌｉａｂｉｌ
ｉｔｙ）、躁病、集中力もしくは注意力の低下、認知的問題、強迫観念、強迫衝動、反復
行動、攻撃性、社会恐怖症もしくは社会性障害、舞台恐怖症、息切れ、心臓の動悸、静か
に落ち着くことができないこと、口内乾燥、手もしくは足のしびれもしくは刺痛、悪心、
筋緊張、めまい、感情鈍麻、高揚感、脱抑制、被刺激性、徘徊、過敏性腸、腹痛、腹部の
不快感、下痢、排便習慣の変化、腹部膨満、腹部ガス、便秘、および／またはその組み合
わせである、請求項４または５に記載の経鼻投与製剤。
【請求項７】
　治療量を達成するための経鼻投与製剤用のリルゾールの有効量が経口投与されるリルゾ
ールの有効量よりも少ない量である、請求項４～６のいずれか１項に記載の経鼻投与製剤
。
【請求項８】
　投与後約１０分以内に迅速な治療作用の発現をもたらす、請求項４～７のいずれか１項
に記載の経鼻投与製剤。
【請求項９】
　リルゾールの肝機能異常副作用が経口投与されるリルゾールと関連する肝機能異常副作
用と比較して減弱する、請求項４～８のいずれか１項に記載の経鼻投与製剤。
【請求項１０】
　約５０ｍｇ／日以下の量で投与される、請求項４～９のいずれか１項に記載の経鼻投与
製剤。
【請求項１１】
　約３５ｍｇ／日以下の量で投与される、請求項４～９のいずれか１項に記載の経鼻投与
製剤。
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